
（ 5 ）広報委員会
報道機関の対応に関すること。
少年サッカーの広報に関すること。

２ 特別部会の業務は次の通りとする。
（ 1 ）幼児部会

大会及び選手の育成に関すること。
幼児サッカーの広報に関すること。

第１０条 会議
本連盟の会議は、総会、役員会、委員会会議、理事会とする。
（ 1 ）総会は会計年度終了後６０日以内に会長が召集し、事業計画、予算、事業報告、

決算等について審議する。
議長は、会長又はこれに準ずるものが務める。

（ 2 ）役員会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長、各正副
委員長で構成し、必要に応じ会長が召集し必要事項について審議する。

（ 3 ）委員会会議は、役員全員で構成し、必要に応じ会長が召集し必要事項について
審議する。

（ 4 ）理事会は、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長、各正副委員長、
で構成し、必要に応じ理事長が召集し必要事項について審議する。

第１１条 規約の改廃
規約の改廃については、総会出席者の過半数以上の同意を得なければならない。

２ この規約に定めるものの他、本連盟の運営に必要な事項は別に定める。

第１２条 加盟登録
本連盟に加盟登録しようとする団体及び個人は、登録用紙に必要事項を記入し、登録
金を添えて毎年４月末日までに登録を完了しなければならない。

２ 本連盟に加盟登録しようとする団体及び個人は、日本サッカー協会及び日本スポーツ
少年団に加盟登録しなければならない。

３ 年度の途中で本連盟に加盟登録しようとする団体及び個人は、登録用紙に必要事項を
記入し、年度分の登録金を添えて速やかに登録を完了しなければならない。

第１３条 会計
本連盟の経費は、参加料、団体登録料、個人負担金、寄付金をもってこれに充てる。

２ 本連盟の会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。
３ 団体登録費、個人負担金はともに役員会で決定し、総会の承認を得るものとする。

附則（施行期日）
１ この規約は昭和６３年５月１０日から施行する。

附則（定期総会に関する経過措置）
１ この規約は平成８年４月２０日から施行する。

附則（　　　　　　〃　　　　　）
１ この規約は平成９年４月１９日から施行する。

附則（　　　　　　〃　　　　　）
１ この規約は平成１０年４月１８日から施行する。

附則（　　　　　　〃　　　　　）
１ この規約は平成１１年４月１７日から施行する。

附則（　　　　　　〃　　　　　）
１ この規約は平成１２年４月１５日から施行する。

附則（　　　　　　〃　　　　　）
１ この規約は平成１６年４月１７日から施行する。

附則（　　　　　　〃　　　　　）
１ この規約は平成１８年４月１５日から施行する。

附則（　　　　　　〃　　　　　）
１ この規約は平成２２年４月１０日から施行する。

附則（　　　　　　〃　　　　　）
１ この規約は平成２４年４月２１日から施行する。

附則（　　　　　　〃　　　　　）

細則
１ 各種大会は、参加料で運営する。
２ 本連盟の登録チームは、少年団登録、サッカー協会登録をする。
３ 本連盟の団体登録料は１団体１０，０００円とする。
４ 本連盟の個人負担金はスポーツ傷害保険の人数とし、１名１００円とする。
５ 地域別に役員の中から責任者を選出する。
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